
京 都 大 学 本 部 事 務 分 掌 規 程 及 び 京 都 大 学 本 部 事 務 決 裁 等 規 程 新 旧 対 照 表  
改    正    前 改    正    後 

京都大学本部事務分掌規程 

（平成１８年８月３０日総長裁定） 

 

（前 略） 

（総長オフィス） 

第２条 総長オフィスにおいては、次の事務をつ

かさどる。 

(1) 総長が指示する事項に係る必要な企画立

案、連絡調整その他の支援に関すること。 

(2) 本学の事務に関し、総括し、及び連絡調整

すること。 

(3) 運営方針会議、役員会、経営協議会、教育

研究評議会その他重要な会議に関すること。 

(4) 儀式その他重要な行事に関すること。 

(5) 文書類の接受、発送及び整理保存に関する

こと。 

(6) 総長、理事及び監事の秘書事務に関するこ

と。 

(7) 本学の制度及び組織に関すること。 

(8) 京都大学教育研究振興財団との連絡調整

に関すること。 

 

 

 

(9) その他他の部、課、オフィス及び室の所掌

に属しない事務を処理すること。 

第３章 プロボストオフィス 

（プロボストオフィス） 

第３条 プロボストオフィスにおいては、次の事

務をつかさどる。 

(1) プロボストが行う業務に係る必要な企画

立案、連絡調整その他の支援に関すること。 
(2) 戦略調整会議に関すること。 

(3) 大学マネジメント・戦略に係る企画立案及

び連絡調整に関すること。 

(4) 教育研究組織の設置及び改廃その他将来

構想に関し、総括し、及び連絡調整すること。 

(5) 教育研究組織等に係る調査及び分析に関

すること。 

(6) プロボストオフィス、インスティテューシ

ョナル・リサーチ室及び国際交流室の庶務に

関すること。 

（中 略） 

（経理課） 
第２３条 経理課においては、次の事務をつかさ

どる。 

(1)～(4) （略） 

 

 

 

 

（総長オフィス） 

第２条 
 

(1)  
 

 (2) 

  

(3) 

  

(4)  

(5)  

 

(6) 

 

(7) 

(8) 

 

(9) プロボストオフィス、インスティテューシ

ョナル・リサーチ室及び国際交流室の庶務に

関すること。 

(10)    （同 左） 

 

第３章 プロボストオフィス 

（プロボストオフィス） 

第３条    
 

(1)  
 

 (2)  

(3) 

  

(4) 

  

(5)  

     

 

 

 

 

（経理課） 

第２３条  

 

(1)～(4) 

（同 左） 

（同 左） 

（同 左） 



(5) 事務本部における予算及び経理の事務並

びに事業推進組織における経理の事務（別に

定めるものに限る。）に関すること。 

 

（中 略） 
（内部統制室） 

第２９条 内部統制室においては、次の事務をつ

かさどる。 

(1) 内部監査に関すること。 

(2) 内部統制の検証に関すること。 

（中 略） 

（内部統制室、調査室及び法務室の所掌に属し

ない事務） 

第３２条 前３条に定めるもののほか、コンプラ

イアンス部では、リスクの分析及び管理並びに

危機管理関係規則、行動計画等の策定に関する

事務をつかさどる。 

 

 

 

 

 
京都大学本部事務決裁等規程 

（平成１７年９月２０日総長裁定） 

  

（前 略） 

別表第２（第３条第２項関係） 

事項 決裁者 

 

 

 

分掌規程第１３条（第６

号に限る。）、第２９条、

第３０条及び第３１条

（第６号に限る）に定め

る事項 

研究倫・研究公正・

研究規範・国際交流

担当の理事 

 

 

 

（後 略） 

(5) 事務本部における予算及び経理の事務並

びに事業推進組織及び監査室における経理

の事務（別に定めるものに限る。）に関する

こと。 

 
 
第２９条 削除 

 

 

 

 

（調査室及び法務室の所掌に属しない事務） 

 

第３２条 （同 左） 

 

 

 

附 則（令和７年９月総長裁定） 

この規程は、令和７年１０月１日から施行す

る。 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第３条第２項関係） 

事項 決裁者 

 

 

 

分掌規程第１３条（第６

号に限る。）、第３０条及

び第３１条（第６号に限

る）に定める事項 

 

研究倫・研究公正・

研究規範・国際交流

担当の理事 

 

 

 

 

附 則（令和７年９月総長裁定） 

この規程は、令和７年１０月１日から施行す

る。 

 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 


